
管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
人
事
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
候
補
者
が
あ
る
と
き
」
の
下
に
「
（
当
該
候
補
者
の
採
用
が
再
任
用
の
場

合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
育
児
休
業
承
認
請
求
書
等
の
提
出
） 

第
二
十
条 

所
属
長
は
、
職
員
か
ら
服
務
規
程
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業 

 

承
認
請
求
書
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書（
以
下「
育 

 

児
休
業
承
認
請
求
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
育
児
休
業
若
し
く
は
育 

 

児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
服
務
規
程
第
十 

 

四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
等
変
更
届
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
育 

 

児
休
業
承
認
請
求
書
等
又
は
育
児
休
業
等
変
更
届
を
埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に 

 

関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
に
お
い
て
決
裁
又
は
専
決
す
る
こ 

 

と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
属
長
は
、
職
員
か
ら
育
児
休
業
承
認
請
求
書
等
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

育
児
休
業
承
認
請
求
書
等
に
係
る
育
児
休
業
の
期
間
中
臨
時
的
に
任
用
す
べ
き
適
当
な
候
補
者

が
あ
る
と
き
は
、
第
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
そ
の
旨
を
課
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

所
属
長
は
、
育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
育
児
休
業
の
期
間
の
満
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た 

 

場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
課
長
に
報 

 

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
育
児
休
業
等
通
知
書
の
交
付
） 

第
二
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
号 

 

様
式
の
育
児
休
業
等
通
知
書
を
交
付
す
る
。 

 

一 

育
児
休
業
等
を
承
認
す
る
場
合 

 

二 

育
児
休
業
等
を
承
認
し
な
い
場
合 

 

三 

育
児
休
業
等
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合 



 

四 

育
児
休
業
等
の
期
間
の
延
長
を
承
認
し
な
い
場
合 

 
五 

育
児
休
業
等
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合 

 
六 

育
児
休
業
等
の
承
認
を
取
り
消
す
場
合 

 

七 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
（
育
児
休
業
の
期
間
の
満
了
に
よ
り
職 

 
 

務
に
復
帰
し
た
場
合
を
除
く
。
） 

 

八 

育
児
短
時
間
勤
務
が
終
了
し
た
場
合
（
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
を
除 

 
 

く
。
） 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表

第
一

（
第

五
条

、
第

六
条

関
係

）

区
分

発
令

事
由

通
知

書
の

記
載

形
式

備
考

採
用

(１
) 職

員
に

採
用

す
る

場
合

埼
玉

県
「

ａ
」

に
任

命
す

る
「

ｂ
」

を
命

ず
る

○
○

職
（

 ）
○

級
に

決
定

す
る

○
○

号
給

を
給

す
る

（
注

）
埼

玉
県

病
院

局
職

員
給

与
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

り
給

料
の

切
替

え
に

伴
う

経
過

措
置

を
受

け
る

場
合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
○

○
円

を
給

す
る

(２
) 法

第
22条

第
２

項
又

は
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

110号
。

以
下

「
育

児
休

業
法

」
と

い
う

。
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

臨
時

的
任

用
を

行
う

場
合

地
方

公
務

員
法

第
22条

第
２

項
（

又
は

）
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

臨
時

的
職

員
に

任
命

す
る

ア
 新

規
の

場
合

「
ｂ

」
を

命
ず

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
○

○
職

（
 ）

○
級

に
決

定
す

る
○

○
号

給
を

給
す

る
イ

 更
新

の
場

合
臨

時
的

任
用

を
更

新
す

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
(３

) 育
児

休
業

法
第

６
条

第
１

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

職
員

を
採

用
す

る
場

合

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

埼
玉

県
「

ａ
」

に
任

命
す

る
ア

 新
規

の
場

合
「

ｂ
」

を
命

ず
る

任
期

は
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
と

す
る

○
○

職
（

 ）
○

級
に

決
定

す
る

○
○

号
給

を
給

す
る

イ
 更

新
の

場
合

任
期

を
更

新
す

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
（

４
）

育
児

休
業

法
第

18条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

職
員

を
採

用
す

る
場

合

  ア
　

新
規

の
場

合

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

18条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

埼
玉

県
「

ａ
」

に
任

命
す

る「
ｂ

」
を

命
ず

る
週

○
○

時
間

○
○

分
勤

務
と

す
る

任
期

は
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
と

す
る

○
○

職
（

　
）

○
級

に
決

定
す

る
○

○
号

級
を

給
す

る

 

 



　
イ

　
更

新
の

場
合

任
期

を
更

新
す

る
〔

週
○

○
時

間
○

○
分

勤
務

と
す

る
〕

任
期

は
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
と

す
る

　
勤

務
時

間
を

変
更

し
な

い
場

合
は

、
〔

〕
の

部
分

は
省

略
す

る
。

(５
) 国

、
他

の
地

方
公

共
団

体
の

職
員

を
そ

の
身

分
を

保
有

し
た

ま
ま

職
員

に
採

用
す

る
場

合

埼
玉

県
「

ａ
」

に
併

任
す

る
給

料
を

支
給

す
る

場
合

は
、

〔
 〕

の
部

分
は

省
略

す
る

。
「

ｂ
」

を
命

ず
る

○
○

職
（

 ）
○

級
に

決
定

す
る

○
○

号
給

を
給

す
る

〔
た

だ
し

給
料

は
支

給
し

な
い

〕
(６

) 地
方

公
共

団
体

の
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

12年
法

律
第

51号
）

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
任

期
を

定
め

て
職

員
を

採
用

す
る

場
合

地
方

公
共

団
体

の
一

般
職

の
任

期
付

研
究

員
の

採
用

等
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
第

１
号

（
第

２
号

）
の

規
定

に
よ

り
埼

玉
県

「
ａ

」
に

任
命

す
る

ア
 新

規
の

場
合

「
ｂ

」
を

命
ず

る

任
期

は
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
と

す
る

○
○

円
を

給
す

る

イ
 更

新
の

場
合

任
期

を
更

新
す

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
(７

) 地
方

公
共

団
体

の
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
に

関
す

る
法

律
（

平
成

14年
法

律
第

48
号

）
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

任
期

を
定

め
て

職
員

を
採

用
す

る
場

合

地
方

公
共

団
体

の
一

般
職

の
任

期
付

職
員

の
採

用
に

関
す

る
法

律
第

３
条

第
１

項
（

第
２

項
）

の
規

定
に

よ
り

埼
玉

県
「

ａ
」

に
任

命
す

る

ア
 新

規
の

場
合

「
ｂ

」
を

命
ず

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
○

○
円

を
給

す
る

（
又

は
）

○
○

職
（

 ）
○

級
に

決
定

す
る

○
○

号
給

を
給

す
る

イ
 更

新
の

場
合

任
期

を
更

新
す

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る

昇
任

及
び

昇
格

「
ｂ

」
を

命
ず

る
昇

任
の

み
の

発
令

の
場

合
は

、
〔

 〕
の

部
分

は
省

略
す

る
。

昇
格

の
み

の
発

令
の

場
合

は
、

「
「

b」
を

命
ず

る
」

の
部

分
は

省
略

す
る

。
〔

○
○

職
（

 ）
○

級
に

昇
格

さ
せ

る
○

○
号

給
を

給
す

る
〕

（
注

）
埼

玉
県

病
院

局
職

員
給

与
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
に

よ
り

給
料

の
切

替
え

に
伴

う
経

過
措

置
を

受
け

る
場

合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
に

よ
る

給
料

○
○

円
を

給
す

る

 



降
任

及
び

降
格

(１
) 法

第
28条

第
１

項
の

処
分

と
し

て
行

う
場

合
地

方
公

務
員

法
第

28条
第

１
項

第
○

号
の

規
定

に
よ

り
「

ｂ
」

を
命

ず
る

降
任

の
み

の
発

令
の

場
合

は
、

〔
 〕

の
部

分
は

省
略

す
る

。
〔

○
○

職
（

 ）
○

級
に

降
格

さ
せ

る
○

○
号

給
を

給
す

る
〕

（
注

）
埼

玉
県

病
院

局
職

員
給

与
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

り
給

料
の

切
替

え
に

伴
う

経
過

措
置

を
受

け
る

場
合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
○

○
円

を
給

す
る

(２
) (１

)以
外

の
場

合
処

分
の

根
拠

の
記

載
を

除
き

、
(１

)に
定

め
る

記
載

形
式

の
例

に
よ

る
。

転
任

任
命

換
え

職
員

の
種

類
を

異
に

し
て

異
動

す
る

場
合

埼
玉

県
「

ａ
」

に
任

命
換

え
す

る
〔

 〕
の

部
分

は
、

給
料

表
の

適
用

を
異

に
す

る
異

動
の

場
合

に
用

い
る

。
「

ｂ
」

を
命

ず
る

〔
○

○
職

（
 ）

○
級

に
決

定
す

る○
○

号
給

を
給

す
る

〕

（
注

）
埼

玉
県

病
院

局
職

員
給

与
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

り
給

料
の

切
替

え
に

伴
う

経
過

措
置

を
受

け
る

場
合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
○

○
円

を
給

す
る

配
置

換
え

勤
務

課
所

を
異

に
し

て
異

動
す

る
場

合
「

ｂ
」

を
命

ず
る

〔
○

○
職

（
 ）

○
級

に
決

定
す

る○
○

号
給

を
給

す
る

〕
（

注
）

埼
玉

県
病

院
局

職
員

給
与

規
程

の
一

部
を

改
正

す
る

規
程

（
平

成
18年

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
）

附
則

の
規

定
に

よ
り

給
料

の
切

替
え

に
伴

う
経

過
措

置
を

受
け

る
場

合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
○

○
円

を
給

す
る

転
入

管
理

者
以

外
の

者
を

任
命

権
者

と
す

る
県

の
職

員
を

、
職

員
の

職
に

任
命

す
る

場
合

採
用

の
場

合
の

(１
)に

定
め

る
記

載
形

式
の

例
に

よ
る

。

出
向

職
員

を
管

理
者

以
外

の
者

を
任

命
権

者
と

す
る

県
の

職
員

に
転

出
さ

せ
る

場
合

「
ｃ

」
へ

出
向

を
命

ず
る

併
任

管
理

者
以

外
の

者
を

任
命

権
者

と
す

る
県

の
職

員
を

、
そ

の
職

を
保

有
し

た
ま

ま
職

員
の

職
に

任
命

す
る

場
合

採
用

の
場

合
の

(４
)に

定
め

る
記

載
形

式
の

例
に

よ
る

。

併
任

の
解

任
埼

玉
県

「
ａ

」
併

任
を

命
ず

る

兼
職

異
な

る
職

員
の

種
類

の
職

及
び

他
の

課
所

の
職

を
兼

ね
る

場
合

兼
ね

て
埼

玉
県

「
ａ

」
に

任
命

す
る兼

ね
て

「
ｂ

」
を

命
ず

る
兼

職
の

解
任

兼
職

の
項

の
兼

職
を

解
く

場
合

埼
玉

県
「

ａ
」

兼
任

を
免

ず
る

「
ｂ

」
兼

職
を

免
ず

る

 



昇
給

(１
) 給

与
条

例
第

４
条

第
６

項
及

び
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

職
員

を
昇

給
さ

せ
る

場
合

埼
玉

県
人

事
委

員
会

規
則

７
―

221第
○

条
第

○
項

第
○

号
の

規
定

に
準

じ
○

号
該

当
昇

給
区

分
に

決
定

し
た

〔
 〕

の
部

分
は

、
五

号
該

当
昇

給
区

分
の

場
合

に
用

い
る

。

○
○

職
（

 ）
○

級
○

○
号

給
を

給
す

る
〔

埼
玉

県
人

事
委

員
会

規
則

７
―

221第
○

条
第

○
項

の
規

定
に

準
じ

昇
給

し
な

い
〕

（
又

は
）

人
委

第
981号

第
○

条
関

係
第

○
項

○
の

規
定

に
準

じ
○

号
該

当
昇

給
区

分
に

決
定

し
た

○
○

職
（

 ）
○

級
○

○
号

給
を

給
す

る
〔

埼
玉

県
人

事
委

員
会

規
則

７
―

221第
○

条
第

○
項

の
規

定
に

準
じ

昇
給

し
な

い
〕

（
注

）
埼

玉
県

病
院

局
職

員
給

与
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

り
給

料
の

切
替

え
に

伴
う

経
過

措
置

を
受

け
る

場
合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
○

○
円

を
給

す
る

(２
) 給

与
条

例
第

４
条

第
６

項
及

び
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

職
員

以
外

の
職

員
を

昇
給

さ
せ

る
場

合

○
○

職
（

 ）
○

級
○

○
号

給
を

給
す

る

（
埼

玉
県

人
事

委
員

会
規

則
７

―
860附

則
第

２
項

第
１

号
準

用
）

（
注

）
埼

玉
県

病
院

局
職

員
給

与
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

り
給

料
の

切
替

え
に

伴
う

経
過

措
置

を
受

け
る

場
合

平
成

18年
埼

玉
県

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
○

○
円

を
給

す
る

(３
) そ

の
他

の
場

合
埼

玉
県

人
事

委
員

会
規

則
７

―
221第

○
条

〔
後

段
（

又
は

）
第

○
項

及
び

第
○

項
〕

の
規

定
に

準
じ

昇
給

し
な

い
給

料
表

の
改

定
に

伴
う

給
料

の
額

の
変

更

(1) 埼
玉

県
病

院
局

職
員

給
与

規
程

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
の

額
が

変
更

さ
れ

た
場

合
（

(2)
に

掲
げ

る
場

合
を

除
く

。
）

平
成

○
年

埼
玉

県
病

院
事

業
管

理
規

程
第

○
号

の
施

行
に

伴
い

、
平

成
18年

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
と

し
て

給
す

る
額

を
○

○
円

と
す

る

(2) 埼
玉

県
病

院
局

職
員

給
与

規
程

を
改

正
す

る
規

程
（

平
成

18年
病

院
事

業
管

理
規

程
第

４
号

）
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
の

額
が

支
給

さ
れ

な
い

こ
と

と
な

っ
た

場
合

平
成

○
年

埼
玉

県
病

院
事

業
管

理
規

程
第

○
号

の
施

行
に

伴
い

、
平

成
18年

病
院

事
業

管
理

規
程

第
４

号
附

則
の

規
定

に
よ

る
給

料
は

支
給

さ
れ

な
い

こ
と

と
な

っ
た

。

事
務

取
扱

職
員

に
他

の
同

等
又

は
下

位
の

職
の

事
務

を
取

り
扱

わ
せ

る
場

合

「
ｂ

」
何

某
海

外
出

張
中

ア
 外

国
出

張
中

事
務

取
扱

を
命

ず
る

場
合

「
ｂ

」
事

務
取

扱
を

命
ず

る

イ
 病

気
療

養
中

事
務

取
扱

を
命

ず
る

場
合

「
ｂ

」
何

某
病

気
療

養
中

「
ｂ

」
事

務
取

扱
を

命
ず

る
ウ

 研
修

中
事

務
取

扱
を

命
ず

る
場

合
「

ｂ
」

何
某

○
○

に
お

い
て

研
修

中「
ｂ

」
事

務
取

扱
を

命
ず

る
エ

 ア
、

イ
及

び
ウ

以
外

の
場

合
「

ｂ
」

事
務

取
扱

を
命

ず
る

 



事
務

取
扱

免
事

務
取

扱
の

項
エ

の
場

合
「

ｂ
」

事
務

取
扱

を
免

ず
る

心
得

職
員

に
他

の
上

位
の

職
の

事
務

を
取

り
扱

わ
せ

る
場

合
「

ｂ
」

心
得

を
命

ず
る

心
得

免
「

ｂ
」

心
得

を
免

ず
る

派
遣

(１
) 地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
に

基
づ

く
場

合
地

方
自

治
法

第
252条

の
17の

規
定

に
基

づ
き

○
○

へ
派

遣
す

る
派

遣
期

間
は

平
成

○
年

○
月

○
日

か
ら

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る

地
方

自
治

法
第

292
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

（
派

遣
期

間
の

延
長

）
派

遣
期

間
を

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

延
長

す
る

(２
) 外

国
の

地
方

公
共

団
体

の
機

関
等

に
派

遣
さ

れ
る

職
員

の
処

遇
等

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
63年

埼
玉

県
条

例
第

１
号

）
に

基
づ

く
場

合

外
国

の
地

方
公

共
団

体
の

機
関

等
に

派
遣

さ
れ

る
職

員
の

処
遇

等
に

関
す

る
条

例
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

○
○

（
△

△
）

へ
派

遣
す

る

○
○

に
は

派
遣

先
の

機
関

の
名

称
を

、
△

△
に

は
そ

の
所

在
地

を
記

入
す

る
。

派
遣

期
間

は
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
と

す
る

派
遣

期
間

中
、

給
料

、
扶

養
手

当
、

地
域

手
当

、
住

居
手

当
及

び
期

末
手

当
の

そ
れ

ぞ
れ

100分
の

○
を

支
給

す
る

（
又

は
）

派
遣

期
間

中
給

与
を

支
給

し
な

い
（

派
遣

期
間

の
延

長
）

派
遣

期
間

を
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
延

長
す

る
延

長
に

係
る

期
間

中
、

給
料

、
扶

養
手

当
、

地
域

手
当

、
住

居
手

当
及

び
期

末
手

当
の

そ
れ

ぞ
れ

100
分

の
○

を
支

給
す

る
（

又
は

）
延

長
に

係
る

期
間

中
給

与
を

支
給

し
な

い
(３

) そ
の

他
の

場
合

(１
)の

例
に

準
ず

る
派

遣
の

解
任

・
職

務
復

帰

(１
) 地

方
自

治
法

に
基

づ
く

場
合

（
派

遣
の

解
任

）

○
○

へ
の

派
遣

を
解

く
(２

) 外
国

の
地

方
公

共
団

体
の

機
関

等
に

派
遣

さ
れ

る
職

員
の

処
遇

等
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
場

合

（
派

遣
の

解
任

）

○
○

へ
の

派
遣

を
解

く
（

派
遣

期
間

満
了

に
よ

る
職

務
復

帰
）

派
遣

期
間

の
満

了
に

よ
り

職
務

に
復

帰
し

た
(３

) そ
の

他
の

場
合

(１
)の

例
に

準
ず

る
。

駐
在

○
○

駐
在

を
命

ず
る

駐
在

の
解

任
○

○
駐

在
を

解
く

休
職

(１
) 心

身
故

障
に

よ
り

休
職

す
る

場
合

地
方

公
務

員
法

第
28条

第
２

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
り

休
職

を
命

ず
る休

職
期

間
は

平
成

○
年

○
月

○
日

か
ら

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
（

休
職

期
間

の
延

長
）

休
職

期
間

を
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
延

長
す

る

 



(２
) 刑

事
事

件
の

起
訴

に
よ

り
休

職
す

る
場

合
地

方
公

務
員

法
第

28条
第

２
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
休

職
を

命
ず

る休
職

期
間

は
当

該
刑

事
事

件
が

裁
判

所
に

係
属

す
る

間
と

す
る

休
職

期
間

中
の

給
与

は
病

院
事

業
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
第

23条
の

規
定

に
よ

り
給

料
、

扶
養

手
当

、
地

域
手

当
及

び
住

居
手

当
の

そ
れ

ぞ
れ

100分
の

○
と

す
る

（
又

は
）

休
職

期
間

中
給

与
は

支
給

し
な

い

(３
) 分

限
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

休
職

す
る

場
合

職
員

の
分

限
に

関
す

る
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

休
職

を
命

ず
る

休
職

期
間

は
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
と

す
る

休
職

期
間

中
の

給
与

は
病

院
事

業
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
第

23条
の

規
定

に
よ

り
給

料
、

扶
養

手
当

、
地

域
手

当
、

住
居

手
当

及
び

期
末

手
当

の
そ

れ
ぞ

れ
100分

の
○

と
す

る
（

休
職

期
間

の
延

長
）

休
職

期
間

を
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
延

長
す

る
復

職
(１

) 休
職

中
の

職
員

を
職

務
に

復
帰

さ
せ

る
場

合
復

職
を

命
ず

る
〔

 〕
の

部
分

は
、

休
職

処
分

後
に

公
務

災
害

又
は

通
勤

災
害

の
認

定
が

あ
っ

た
場

合
に

用
い

る
。

〔
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
の

休
職

期
間

中
の

給
与

は
病

院
事

業
企

業
職

員
の

給
与

の
種

類
及

び
基

準
に

関
す

る
条

例
第

23条
の

規
定

に
よ

り
全

額
支

給
す

る
こ

と
と

す
る

（
公

務
災

害
認

定
（

認
定

番
号

○
―

○
）

に
よ

る
）

な
お

、
上

記
の

場
合

で
既

に
復

職
し

て
い

る
場

合
に

は
、

〔
〕

の
部

分
の

み
発

令
す

る
。

（
又

は
）

（
通

勤
災

害
認

定
（

認
定

番
号

○
―

○
）

に
よ

る
）

〕
(２

) 休
職

期
間

の
満

了
に

よ
り

職
務

に
復

帰
し

た
場

合
休

職
期

間
の

満
了

に
よ

り
復

職
し

た
分

限
免

職
地

方
公

務
員

法
第

28条
第

１
項

第
○

号
の

規
定

に
よ

り
免

職
す

る
戒

告
地

方
公

務
員

法
第

29条
第

１
項

第
○

号
の

規
定

に
よ

り
戒

告
す

る
減

給
地

方
公

務
員

法
第

29条
第

１
項

第
○

号
の

規
定

に
よ

り
○

月
間

給
料

の
月

額
の

○
分

の
○

を
減

給
す

る
停

職
地

方
公

務
員

法
第

29条
第

１
項

第
○

号
の

規
定

に
よ

り
○

月
（

日
）

間
停

職
す

る
懲

戒
免

職
地

方
公

務
員

法
第

29条
第

１
項

第
○

号
の

規
定

に
よ

り
免

職
す

る
失

職
地

方
公

務
員

法
第

16条
第

○
号

に
該

当
し

た
の

で
同

法
第

28条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

失
職

し
た

 



免
職

法
第

29条
の

２
第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
職

員
を

免
職

す
る

場
合

免
職

す
る

「
ｄ

」

退
職

(１
) 職

員
が

定
年

退
職

を
す

る
場

合
職

員
の

定
年

等
に

関
す

る
条

例
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

平
成

○
年

○
月

○
日

限
り

定
年

退
職

(２
) 職

員
が

そ
の

意
に

よ
り

退
職

す
る

場
合

辞
職

を
承

認
す

る

〔
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
38年

埼
玉

県
条

例
第

18
号

）
第

22条
第

○
項

の
規

定
に

よ
り

退
職

手
当

を
支

給
し

な
い

〕
(３

) 採
用

の
項

(４
)に

定
め

る
職

員
が

退
職

す
る

場
合

埼
玉

県
「

ａ
」

併
任

を
免

ず
る

勤
務

延
長

(１
) 勤

務
延

長
を

行
う

場
合

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

勤
務

延
長

す
る

(２
) 勤

務
延

長
の

期
限

を
延

長
す

る
場

合
勤

務
延

長
の

期
限

を
平

成
○

年
○

月
○

日
ま

で
延

長
す

る
(３

) 勤
務

延
長

の
期

限
を

繰
り

上
げ

る
場

合
勤

務
延

長
の

期
限

を
平

成
○

年
○

月
○

日
に

繰
り

上
げ

る
(４

) 勤
務

延
長

職
員

が
異

動
し

、
期

限
の

定
め

の
な

い
職

員
と

な
っ

た
場

合

期
限

の
定

め
の

な
い

職
員

と
な

っ
た

(５
) 勤

務
延

長
の

期
限

の
到

来
に

よ
り

職
員

が
当

然
退

職
す

る
場

合

職
員

の
定

年
等

に
関

す
る

条
例

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
期

限
の

到
来

に
よ

り
平

成
○

年
○

月
○

日
限

り
退

職
再

任
用

(１
) 再

任
用

を
行

う
場

合
地

方
公

務
員

法
第

28条
の

４
第

１
項

（
第

28条
の

５
第

１
項

、
第

28
条

の
６

第
１

項
、

第
28条

の
６

第
２

項
）

の
規

定
に

よ
り

埼
玉

県
「

ａ
」

に
任

命
す

る

地
方

公
務

員
法

第
28

条
の

４
第

１
項

、
第

28条
の

６
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

任
用

の
場

合
は

、
「

（
４

週
に

つ
き

○
○

時
間

○
○

分
勤

務
）

」
の

部
分

は
省

略
す

る
。

「
ｂ

」
（

４
週

に
つ

き
○

○
時

間
○

○
分

勤
務

）
を

命
ず

る
任

期
は

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

と
す

る
○

○
職

（
 ）

○
級

に
決

定
す

る
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

４
条

第
12項

準
用

）
（

又
は

）
（

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
第

４
条

の
２

準
用

）
(２

) 再
任

用
の

任
期

を
更

新
す

る
場

合
再

任
用

の
任

期
を

平
成

○
年

○
月

○
日

ま
で

更
新

す
る

(３
) 再

任
用

職
員

が
異

動
し

、
任

期
の

定
め

の
な

い
職

員
と

な
っ

た
場

合

任
期

の
定

め
の

な
い

職
員

と
な

っ
た

(４
) 再

任
用

の
任

期
の

満
了

に
よ

り
職

員
が

当
然

退
職

す
る

場
合

地
方

公
務

員
法

第
28条

の
４

（
第

28条
の

５
、

第
28条

の
６

）
の

規
定

に
よ

る
任

期
の

満
了

に
よ

り
平

成
○

年
○

月
○

日
限

り
退

職
任

期
満

了
・

死
亡

通
知

書
の

交
付

は
し

な
い

。
一

般
職

に
属

す
る

臨
時

又
は

非
常

勤
の

職
員

の
任

免
等

別
に

定
め

る
。

 



注
１

　
記

載
形

式
の

欄
中

「
ａ

」
等

と
あ

る
の

は
、

次
の

区
分

に
よ

る
。

「
ａ

」
の

職
員

に
種

類
を

記
入

す
る

。
「

ｂ
」

組
織

等
及

び
職

の
名

称
を

記
入

す
る

。
（

例
）

病
院

局
経

営
管

理
課

長
、

埼
玉

県
立

循
環

器
・

呼
吸

器
病

セ
ン

タ
ー

看
     護

部
技

師
「

ｃ
」

埼
玉

県
知

事
部

局
、

埼
玉

県
議

会
事

務
局

、
埼

玉
県

選
挙

管
理

委
員

会
、

埼
玉

県
監

査
事

務
局

、
埼

玉
県

教
育

委
員

会
、

埼
玉

県
人

事
委

員
会

事
務

局
、

埼
玉

県
労

働
委

員
会

事
務

局
、

埼
玉

県
警

察
本

部
、

埼
玉

県
企

業
局

又
は

埼
玉

県
下

水
道

局
と

記
入

す
る

。
「

ｄ
」

根
拠

法
令

又
は

理
由

を
記

入
す

る
。

２
　

１
人

の
職

員
に

つ
い

て
同

時
に

２
以

上
の

人
事

異
動

を
併

せ
て

行
う

場
合

、
通

  知
書

へ
の

記
載

は
、

次
の

順
に

よ
る

。
(１

)　
職

員
の

種
類

（
埼

玉
県

職
員

又
は

臨
時

的
職

員
）

(２
)　

職
(３

)　
任

期
(４

)　
給

料
(５

)　
そ

の
他

 

  

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表

第
二

（
第

二
十

一
条

関
係

）
区

分
発

令
事

由
通

知
書

の
記

載
形

式
備

考
承

認
(１

)　
育

児
休

業
法

第
２

条
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
を

承
認

す
る

場
合

育
児

休
業

を
承

認
す

る

期
間

は
平

成
  年

  月
  日

か
ら

平
成

  年
  月

  日
ま

で
と

す
る

(２
)　

育
児

休
業

法
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

育
児

休
業

を
承

認
し

な
い

場
合

平
成

  年
  月

  日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

休
業

に
つ

い
て

は
承

認
し

な
い

（
理

由
）

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

（
３

）
育

児
休

業
法

第
10条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
を

承
認

す
る

場
合

育
児

短
時

間
勤

務
（

ア
）

を
承

認
す

る期
間

は
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

か
ら

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
ま

で
と

す
る

「
ア

」
の

記
号

を
も

っ
て

表
示

す
る

事
項

は
、

「
週

○
○

時
間

勤
務

」
（

○
○

時
間

の
部

分
に

は
、

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

を
表

示
す

る
。

）
と

す
る

。

（
４

）
育

児
休

業
法

第
10条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
を

承
認

し
な

い
場

合

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

短
時

間
勤

務
に

つ
い

て
は

承
認

し
な

い
（

理
由

）
「

必
要

に
応

じ
て

記
入

」

（
５

）
育

児
短

時
間

勤
務

を
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
当

該
育

児
短

時
間

勤
務

と
異

な
る

内
容

の
育

児
短

時
間

勤
務

を
承

す
る

場
合

育
児

短
時

間
勤

務
（

ア
）

を
取

り
消

し
、

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
付

で
請

求
の

あ
っ

た
育

児
短

時
間

勤
務

（
イ

）
を

承
認

す
る

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

は
平

成
年

　
　

月
　

　
日

ま
で

と
す

る

「
ア

」
又

は
「

イ
」

の
記

号
を

も
っ

て
表

示
す

る
事

項
は

、
取

り
消

さ
れ

た
育

児
短

時
間

勤
務

又
は

取
消

し
後

に
承

認
さ

れ
る

育
児

短
時

間
勤

務
に

係
る

「
週

○
○

時
間

勤
務

」
（

○
○

時
間

の
部

分
に

は
、

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

を
表

示
す

る
。

）
と

す
る

。

延
長

(１
) 育

児
休

業
法

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
の

期
間

の
延

長
を

承
認

す
る

場
合

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

を
承

認
す

る期
間

は
平

成
  年

  月
  日

ま
で

と
す

る

 

 



(２
) 育

児
休

業
法

第
３

条
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
の

期
間

の
延

長
を

承
認

し
な

い
場

合

平
成

  年
  月

  日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

に
つ

い
て

は
承

認
し

な
い

（
理

由
）

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

（
３

）
育

児
休

業
法

第
11条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

延
長

を
承

認
す

る
場

合

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

を
平

成
年

　
　

月
　

　
日

ま
で

延
長

す
る

こ
と

を
承

認
す

る

（
４

）
育

児
休

業
法

第
11条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

延
長

を
承

認
し

な
い

場
合

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
付

け
で

請
求

の
あ

っ
た

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

の
延

長
に

つ
い

て
は

承
認

し
な

い（
理

由
）

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

失
効

等
(１

) 育
児

休
業

法
第

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
育

児
休

業
の

承
認

が
失

効
し

た
場

合

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
  年

  月
  日

を
も

っ
て

育
児

休
業

の
承

認
は

失
効

し
た

(２
) 育

児
休

業
法

第
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

育
児

休
業

の
承

認
を

取
り

消
す

場
合

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
平

成
  年

  月
  日

を
も

っ
て

育
児

休
業

の
承

認
を

取
り

消
す

(３
)育

児
休

業
法

第
12条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

が
失

効
し

た
場

合

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

12条
の

規
定

に
よ

り
平

成
年

　
　

月
　

　
日

を
も

っ
て

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

は
失

効
し

た

(４
)育

児
休

業
法

第
12条

の
規

定
に

よ
り

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

を
取

り
消

す
場

合

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
第

12条
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
を

も
っ

て
育

児
短

時
間

勤
務

の
承

認
を

取
り

消
す

職
務

復
帰

(１
) 育

児
休

業
法

第
５

条
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
育

児
休

業
の

承
認

の
失

効
又

は
取

消
し

に
よ

り
職

務
に

復
帰

し
た

場
合

平
成

  年
  月

  日
か

ら
職

務
に

復
帰

し
た

（
理

由
）

〔
必

要
に

応
じ

て
記

入
〕

（
２

）
育

児
休

業
法

第
12条

の
規

定
に

よ
る

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

の
失

効
又

は
取

消
し

に
よ

り
育

児
短

時
間

勤
務

が
終

了
し

た
場

合

育
児

短
時

間
勤

務
は

終
了

し
た

 

 

第
三
号
様
式
中
「
育
児
休
業
」
を
「
育
児
休
業
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


